
Ⅱ 肝炎ウイルス検査

地方自治体の肝炎ウイルス検査の受検者教
実施主体 事業名 受検可能な場所 対象者 H27年

度実績都道府県保健所設置市特別区 特定感染症検査等事業 保健所委託医療機関 全年齢 B型:317′170人 C型:

306′658人市町村 償康増進事業 委託医療機関 40歳以上 B型:889,7

40人 C型:889′419人H22 日23 H24 H25 H2

6 H278 B型 812,947 1,042′0



都道府県などの肝炎ウイルス検査の実施状況
【特定感染症検査等事業】

肝炎ウイルス検査の無料実施 陽性者フォローアップの実施保健所 委

託医療機関都道府県 (47) 47

47 40 47保健所設置市 (73)

73 64 52 68うち政令指定都

市(20) 20 16 18 2

0特別区 (23) 23※ 14 1

7 21総数 (143) 143 125 109 136

※ 地方自治体の独自事業による実施を含む｡｢平成29年度肝炎対策に関する調査 (調査対象H2841-H29.331)｣厚生労働省健康局 がん･疾病対策課 肝炎対

策推進室調べB型肝炎ウイルス検査の受検者数の対20歳以上人口比
(特定感染症検査等事業+健康増進事業)
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C型肝炎ウイルス検査の受検者数の対20歳以上人口比
(特定感染症検査等事業+健康増進事業)

25%

20%

15%

lo≠

05%

00%

....I

撃蓋琵蓋墓室葦薫芸蓋雷撃霞芸藁冨芸墓室琵蓋蓋蓋覇護憲学薫護慧蓋蓋蓋芭琶遷芸蓋蓋琵葦蓋重要莞薫菱算 定 撃

□受検者数/20歳以上人口 (H26) ■受検者数/20歳以上人口 (H27)Jt生男他省健康局 がん ･疾病対策昧 肝炎対策推進室調べ (特定感染症検査等事糞報告､健康増

進事業報告より集計)受検者数が大幅に増加した地方自治体 (H26⇒H27)
(特定感染症検査等事

業)人
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宮 崎 県 宮 崎 市 (特定感染症検査等事業)
B型 :916人 (H26)⇒ 10′300人 (H27) C型 :921人 (H26)⇒ 10.311人 (H27)



福島県いわき市 (健康増進事業)
B型 :232人 (H26)⇒ 11′921人 (H27) C型 :232人 (H26)⇒11.923人 (H27)

平成28年度受診券 (シール) 受診の辞に.q]字きれた受診券と保検証が必要になります｡(料金はだ我のとおりです)
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各種がん検診国
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過去に肝炎ウイルス検

査の既往が無けれ

ば肝炎ウイルス

検査の受診券シールを貼付 他検

診とまとめて肝炎ウイルス検査を受検可能福島県より提供の資料をもとに厚生労働省健康局肝炎対策推進室が作

成都道府県などの肝炎ウイルス検査の周知

方法【特定感染症検査等事業】HPに 広報誌に 役場

､保健所 新PZ)等 イベント 個別 他団体 その他掲載 掲載

の掲示版ポスター マスコミを使った告知 にて周知 案内 協力保

健所莱施 都道府県 (47) 47 32 33 25

28 1 7 9保健所設置市(64) 63 49

35 10 21 8 2 10う

ち政令指定都市 (16) 16 ll ll 2 8 4

0 3特別区 (14) 13 ll 7 0 0 2 0 2委 都道府県 (40) 40 21 23 21 20 0

10 7託医磨樵関 保健所設置市(52) 51 37 31 5 13 13 5 12うち政令指定都市 (18) 18 14 ll 2 6

9 2 4莱施 特別区 (17) 17 16



都道府県などの肝炎ウイルス検査の利便性を高める取組
【特定感染症検査等事業】

出張型検査 他の検査と同時検査 職域検診と同時検査 夜間実施 休日実施

その他煤健所莱施 都道府県 (47) 6 40

0 19 4 2保健所設置市 (64)

2 46 0 14 9 1うち政令才
旨定都市(16) 1 ll 0 4

3 1特別区 (14) 0 10 0 2 0 1末文

託医痩樵関莱施 都道府県 (40)

9 1 5 3 6 7保健所設置市 (52) 4 8 4 8 15 1

0うち政令指定都市(18) 1 4 1 2 6 4特別区 (17) 0 5 0 4 8 4

｢平成29年度肝炎対策に関す



重症化予防推進事業の実施状況
事業概要
利用者の利便性に配慮した肝炎ウイルス検査を実施して肝炎ウイルス陽性毒を早期に発見するとともに､相談やフォローアップにより
陽性者を早期治療に繋げ､初回精密検査 .定期検査茸への支援を行うことにより､ウイルス性肝炎患者等の重症化予防を図る｡

初回精密検査

未 実 施 長野県､大阪府

2 2 2

定期検査未 実 施 長野県､大阪府H26 H27 H28 日29 日2

6 日27 日28 H29■実施 □未実施 t実施 □未実施

(都道府県数)※北海道の単

独事業を含む (初回精密検査 ･定期検査とも)F事生男働省健康局がん 疾病対策課肝炎対策推進室調べ

初回精密検査費助成の受給者数 (平成27年度)○ 折れ線クラブで示す割合は､ r平成27年度に各都道府県で初回精密検査茸助成を受けた人
数｣を ｢平成27年度に各都道府県及び当該都道府県内の市町村が特定感染症検否等事業又は健康増進事業で実施した肝炎ウイルス検査の陽性者の人数｣で機械的に除したものである｡
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- 初回精密検査助成人数/地方自治体が実施する肝炎ウイ



定期検査費助成の受給者数 (平成27年度)
人

○ 平成27年度までは､住民税非課税世帯のみ助成対象○○ 平成28年度から､助成対象を世帯の市町村民税課税年額235′000円未満の者まで拡大○○ さらに平成29年度から､自己負担限度客員を一部弓lき下げ.住民税非課税世帯 無料(変更なし)世帯の市町村民税課税年額235,000円未満
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E= 嘩J事生労働省健康局がん ･疾病対策課肝炎対策推進空調/＼(正症化予防事業報

告J:り集計)初回精密検査の勧奨

方法【特定感染症検査等事業】受検可能な医療機 関案内 医療機 関への紹介状の交付 助成制度

の案内 保健所 ､医療機 関任 せ その他 具体例煤

健所莱施 都道府県 (47) 21 16 38 17

6 指主音等保健所 設置市(64) 23 31 46

0 9 ･肝臓手帳の配布うち
政令指定都市 (16) 10 6 12 0

1 ー肝炎手帳配布特別区 (14) 4 6 ll 0 1

委 都道府県 (40) 12 4 23 17

7託医痩撹関莱施

保健所設置市(52) 22 7 40 5 10うち政令指定都市 (18) 8 1 14 0 2

特別区 (17) 2 2 15 1 0



初回精密検査後の要医療者に対する勧奨方法
【特定感染症検査等事業】

医療機関の案内 医療機関への紹介状の交付 助成制度の案内 保健所､医療機関
任せ その

他 具体例保健所莱施 都道府県 (47) 27

6 30 15 7保健所設置市(64

) 15 2 26 1 6う

ち政令指定都市 (16) 5 0 8

0 3特別区 (14) 2 3 3 0 5

委託医痩機関 都道府県 (40) 15

1 25 17 4保健所設置市(52) 17 1 20 17 3 等

うち政令指定都市 (18) 4 0 7 4 1 一未実施実施 特別区 (17) 2 1 6 1 2

r平成29年度肝炎対策



肝炎治療特別促進事業 (医療費助

成)B型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療と核酸アナ
ログ製剤治療､C型ウイルス性肝炎の根治を目的としたインターフェロ

ン治療とインターフェロンフリー治療への医療費助成を行う｡実施主体 都道府県

対秦者対象医療 B型tL性活h性肝炎に対するイ

ンターフェロン治凍B型tt性肝疾患に対する核酸アナログ#剤治療

自己負担限度月額
原則 1万円 (ただし､上位所

得階層については2万円)財源負担平成30年度概算要求額 60億円 (総事業寛120億円) H

20 H21 H22 H23 日24 H25 H26 Hz7

■インターフェロン (B､C)

■核酸アナログ製剤)イ

ンターフ工Dンフリー肝炎医療費助成 (平成27年度都道府県別受給
者数)インターフェロン -W - fill-VJ:コ■■ 核酸

ア加 ク製剤北海ii 128

3,323 7.339青森県

73 1,106 1.033岩

手県 16 685 687胃城

県 29 1.363 989秋田県 10 538 675

山形県 ll 768

429福島県 35 1.1

01 671茨城県 75 2′464 976

栃木県 27 1.473

728群馬県 14 1.78

5 426埼玉県 152 3

.964 2′570千葉県 63 4,024 2.375

東京都 311 7,666

5.632神奈川県 78

5,916 3′779新潟県 2

9 892 1,086禽山県

13 629 901石川県 12 904 1.02

9福井県 7 504

539山梨県 8

896 436長野県 20

1.615 908岐阜県 27 1.508 1′336

静岡県 51 2,622

1,798愛知県 117 3.880 2,937 三重

県 21 1.096 9

08滋賀県 17 865 54

5京都府 43 2.162

1.120大阪府 195

6.513 5′554兵庫県 201 4.468 3.

675素良果 13

978 911荊】歌山県 20

961 549鳥取県 8 46



【参考】核酸アナE3ク製剤治療助成受給者の割合 (都道府県別)

○ 折れ頒クラフで示す割合は､ ｢平成27年度に各都道府県で核酸アナログ製剤治療に係る肝炎医療舞助成を受けた人数｣を ｢NDB調査に
よる平成27年度の各都道府県のB型肝炎治療患者の人数｣で機械的に除したものである｡

全国:52.7% {

∈＼ ∧

▲～ ∵ -

- - ＼ ∴

≡弓∃弓

雲
⊆ 過.馳 皿 ･曲調u 払姐且 姐

60%

50%

4

0%30%20%10%0%貰琵許等蓋豊富等貿琵胃琵驚警護聖警警護監護蓋筈富護憲竃等驚警護芸当芸告富雲量等護憲蔓驚筆墨驚蔓ギ紅部蜘蕃∃揮粥等苛蟹汁額拡張団LEl箆 ∃ 喧jg忠
敬 lll奨憐 -K唖 格 柘喝 萄 匿 tj∃準 脚尉 提 控壁域望《餌賀昏箆 嘩【≡≡頭 B型肝炎治療 患者数 (

A) 白山核酸アナ ログ製剤治療助成 対象番数 (B) - a/A(注)B型肝炎治療患者数については ｢B型･C型月〒炎による肝硬変､肝
がん患者における医療喪等の実態調査l(平成28年度総括研究報告番研究代表者伊藤澄信)､核酸アナログ製剤治療助成対轟巻数については厚生労働省健康局がん･疾病対策課肝炎対策才街皇室調べ｡

【参考】インターフェロンフリー治療助成受給者の割合 (都道府県別)○ 折れ線クラフで示す割合は､r平成27年度に各都道府県でインターフ
ェロンフリー治療に係る肝炎医療糞助成を受けた人数｣を ｢NDa調査による平成27年度の各都道府県のC型肝炎治療患者の人数｣で機械的に除したものである
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2.015100500(注)C型肝炎治療患者数については TB聖 ･C型肝炎による肝硬変､肝
がん患者における医療舞等の実態調査｣(平成28年度総括研究報告番研究代表者伊藤澄信)､インターフェロンプリ-治療助成対桑巻数については厚生労働省健親局がん･疾病対策課肝炎対策推進室調 へ .



V 肝疾患診療体制

*
｢肝疾患診療体制の整備について｣

(旧通知後の肝疾患に係る変遷及び診療体制の進展)

○肝炎総合対策の枠組みの変化
･肝炎対策基本法 (平成21年法律第97号)制

定･肝炎対策の推進に関する基本的な指針 (平成23年厚生労働省告示第160号)
告示う 平成28年6月に改正 (平成28年厚生労働省告示第27

8号)目壕 :肝硬変又は肝がんへの移行者を減
らすこと指環 :肝がんのり急事をできるだー

滴 らすこと○肝炎ウイルス検査実施
及び結果説明一地域によって肝炎ウイルス検査の受検状況に違

いがある (※)-肝炎ウイルス検査を実施して

いる事業者の割合従業員千人以上で37.3%､50人未満で13.6% (平成25年度
厚生男働科芋研究)･手術前等に行われる肝炎ウイルス検査結果について､一部
受検書に正しく伝えられていない可能性がある. (平成24

年度厚生男舶科学研究)･継続受診していない陽性者が53万人以上存在 (平成26年度厚生労働科学研究)

○肝炎に係る治療法の変化･平成26年9月に､C型肝炎に関するインターフ
ェロンフリー治療が保険適用となるなど次々と新規治療薬が登場し､患者の選択肢

が拡大.○専門医療機関の整備･選定状況 :

全国 2,965カ所 (平成28年度)･二次医療Ei]に1カ所以上
を指定 :41カ所/47都道府県 (※)･国が示す要件を全て満たしている :34カ所/47都道府県

(メ)○肝疾患診療連携拠点病院の整備･選定状況 : 全国 70カ所 (平成28年度)全ての都道府県で1カ所以上選定
･複数の拠点病院を選定 15

カ所/47都道府県○肝疾患相談支援センター･設置

状況 : 70カ所の拠点病院全てに設置済 (H27年度)況 r平成28年肝 炎対熊にBLlする脈 (■書対*H2741-H28331日F生芳書省… がん ･研 対先肝 炎対相 室叫べ

-27- の改正について



｢肝疾患に関する診療及び肝疾患患者に対する支援体制の整備について｣
(平成29年3月31日厚生労働省健康局長通知)の概要

1.肝疾患に関する診療及び支援に関する基本的考え方

(1)目標や指標の設定
･肝硬変又は肝がんへの移行者を減らすことを目標に､肝がんのり急事をできるだけ減らすことを指標とし､その
達成を目指すもの｡

･地域の実情に応じたより異体的な目標や指標を設定するとともに､定期的に実施状況を把握し､評価及び見直し

重量塵する｡
(2)受検､受診､受寮とフォローアップが円滑に繋がる体制づくり
･保健所や委託医療機関で実施する肝炎ウイルス検査､さらに職域における肝炎ウイルス検査の普及を図り､これ
らの検査で劉生となった者の早期受診に繋げるO

･医療機関で治療等や出産の前に行われる肝炎ウイルス検査について､その結果を本人に伝え､陽性の場合には専
門医療機関等に紹介する｡
(3)患者本位の肝疾患診療の実現
･肝炎に係る治療の選択肢が拡大する中､医療関係者との信頼関係の下で､患者が治療の効果やリスクなどについ
て十分な説明を受け､納得して治療を受けられることが重要である0
･正確な病態の把握や治療方針の決定には肝炎に関する専門的な医療機関の関与が必要であり､かかりつけ医と専
門医療機関等のそれぞれの役割に応じた連携を図っていく｡
･肝炎の最新の治療法や支援策等の情報が､患者やその家族に提供されるための取組を進める｡
(4)肝疾患診療の向上､均てん化
･専門医療機関及び拠点病院を整備し､当該機関を拠点として､かかりつけ医との連携の強化､地域の医療従事者
の研修に取り組むなど､体制整備を進めていく｡
･肝炎対策協議会の開催､医療連携の促進､肝炎医療コーディネーターの養成及び活用､治療と仕事の両立支援に
取り組む
(5)肝炎患者等への相談対応と適切な支援

2,肝疾患(=関する専門医療機関について

(1)専門医療機関の条件 :2次医療圏に少なくとも1カ所以上確保することが望ましい｡
ア 専門的な知識を持つ医師 (肝臓専門医等)による診断と治療方針の決定が行われていること｡
イ 肝炎患者の状態に応じた抗ウイルス療法を適切に選択､実施し､治療後もフォローアップできることO
ウ 肝がんの高危険群の同定と早期診断を適切に実施できること｡

(2)都道府県における専門医療機関の整備方針及び選定の要件を明確にするとともに､選定後も要件に適合してい
るかを定期的に確認する｡

(3)専門医療機関に肝臓専門医等が必ずしも常駐できない場合は､他の医療機関にいる肝臓専門医等による関与の
下で診療が行われること､又は上記 (1)ア～ウの要件に合致するよう研修等の実施により対応を図ることと
する｡

(4)近年の肝炎医療の急速な進展を踏まえ､かかりつけ医､専門医療機関及び拠点病院での適切な診療連携 ･支援
に取り組む

(5)学会等の診療ガイドラインに準ずる標準的治療を行っていること､肝疾患についてセカンドオピニオンを提示
する機能を持つか施設間連携により対応できる体制を有することが望ましい｡

3.肝疾患診療連携拠点病院について

(1)拠点病院は､専門医療機関の条件アからりを満たした上で､肝炎を中心とする肝疾患に関する以下の機能を有
し､都道府県の中で肝疾患の診療ネットワークの中心的な役割を果たす医療機関とする｡地域の実情に応じ､
-カ所以上選定するものとするが､複数の拠点病院を選定した都道府県においては､適切な連携等により､全
体として､下記機能が果たされるようにするC

ア 肝炎医療に関する情報の提供

イ 都道府県内の専門医療機関等に関する情報の収集や提供
ウ 医療従事者を対象とした研修や情報提供の実施

工 肝炎患者やその家族､地域住民等に対する講演会の開催や相談等による支援
オ 専門医療機関等との協議の実施
また､アからオのほか､肝がんに対する集学的治療が実施可能な体制が必要である｡

4.拠点病院及び専門医療機関の選定について

･専門医療機関及び拠点病院については､都道府県で設置している肝炎対策協議会で協議の上､選定すること｡

-28-



肝疾患診療連携拠点病院､専門医療機関の選定状況

1.肝疾患診療連携拠点病院の選定状況 :全国70か所 (平成29年度)
○70か所すべての拠点病院で､肝疾患相談 .支援センターを設置

○ 複数の拠点病院がある都道府県は､以下のとおりo (かつこ内は箇所数

)北海道 (3) 秋田県 (2) 茨城県 (2) 栃木県 (2) 東京都 (

2)神奈川県 (4) 富山県 (2) 静岡県 (2) 愛知県 (4) 滋賀県

(2)京都府 (2) 大阪府 (5) 和歌山県 (2) 広島県 (2) 香J什県

(2)肝疾患診療

連携拠点病院と専門医療機関の状況専門医
療 指定要件を 厚芳省の 自治体 要件夜 要件を機関を指定 定めている 通知に 独自で基準 満

たしているかを 満たしているかを準拠 を設定 定期

的に把握 認定時のみに把握都

道府県 (47) 47 46 32 14 12 34都道府県全ての要件を満たしている 33

港たしていない項目 ①専門的な知識

を持つ医師による診断 (活動度及び病期を含む)と治

療方針の決定が可能 7②インターフェロンなどの抗ウイルス

療法が可能 5③肝がんの高危険群の同定と早期診断が可能 4④学会等の診療ガイドラインに準ずる

標準的治療を行っている 2⑤肝疾患についてセカンドオピニ

オンを提示する機能を持つか施設間連携によって対応できる 2体制を有する⑥かかりつけ医等地域の医療機関への診療支援等の体制を有

する 1｢平成29年度肝炎対策に関する調査 (調査対象H28



Ⅵ '肝炎医療コーディネーター
及び肝炎患者支援手帳

肝炎医療コーディネーターについて
｢肝炎医療コーディネータ-の養成及び活用について｣(健発0425第4号平成29年4月25日厚生労働省健康局長通知)参照

肝炎対策のステップ

･肝炎に関する基本的な矢口識の普及･啓発･B型肝炎ワクチン

の定期接種･相談窓口の案内 ･肝炎ウイルス検査 ･肝炎検査

陽性者 .医療買助成や障害者の受検勧奨 へ
の受診勧奨 手帳等の制度の案内･検査が受けられる
.専門医療機関や拠点 ･服薬指導医療機関､検

診 病院､肝疾患相談の .仕事と治療の両立機関の紹介
紹介 支援･初回精密検

査や定期 ･抗ウイルス治療後の検査員用助成の案内 定期受診の

勧奨肝 炎 医 療 コーデ ィネ ーター 1人で全ての役割を担うのではなく､様々な領域のコ-ディネ一夕-がそれぞれの強みを活かして患者をみんなでサポートし､肝炎医療が適切に促進される様に調整 (コーディネート

)する保健師 患者会 自治体職員 職場関係者 看講師 医師督 雷 電 ㊨ ･q晶 歯科医師

薬剤師身近な地域や職域､あるいは病院等に配置され､それぞれが所属する領域に応じて必要とされる肝炎に

関する基礎的な知識や情報を提供し､肝炎への理解の浸透､相談に対する助言や相談窓口の案内､受検や受診の勧奨､制度の説明などを行う｡他の肝炎医療コーディネーターとも協力
･連携することで､肝炎の｢予防｣､｢受検｣､｢受診｣､｢受療｣とrフォローアップ｣が促進されることが期待

される｡さらに､身近な地域や職域で肝炎医療コーディネーターが活動し､



肝炎医療コーディネーターなどの養成数

垂蔓延蔓
都道府県は､市町村の保健師､地域の医療機関の看護師､砂 或の健康管理
担当者などで､肝炎に関する情報の説明､肝炎ウイルス検査後のフォロ

ーアップや受診勧奨などの支援を行う人材を養成す

る.37都府県で計992
7名の肝炎医療コーディネーター

などを養成些 些 畦 嘆 畔 些 g:毒 吐 gtg:Dl gtBJ:些 吐 吐 媒 質 gE喋 嘆 邸 咲邸 郵 些 g:吐 咲 媒 唾 些

嘆 些 些 些荘 雲 罵 董 芸 安 野 駐 蒜 芸 晶 這 遠 望 豊 最 悪 冊 悪 賢 護 憲 言 苫 当 選 蒜 認 定 霞 等
琵 基 至 芸 等 警告

嘩■養成総数 ■うち平成28年度

新規養成数｢平成29年度肝炎対策に関する調査 (調査対象H2841-H29331)｣厚生労働省健康局 がん･疾病対策練肝炎対策

推進室調べ肝炎医療コ-デイネ-タ-などに
係る目標の例岩手県 県内

全市町村に配置栃木県 5年で500名

義成することを計画東京都 ウイルス性肝炎や肝炎対策についての矢口識を持ち､肝炎ウイルス検
査で陽性となった従業員や肝疾患を有する従業員の就労と治療の両立するための相談や支援 (サポート)を行う

福井県 年間50名養成する変矢口県 平成28.29年度は行政職員を中心に実施する予定｡平成30度以降対象者拡大予定

京都府 29年度未

までに200人広島県 全市町に配置

徳島県 平成29年度までに200人養成する

香川県 平成33年度までに

300人養成する愛媛県

33年度までに300人高知県 各市町村1名以上佐賀県 地区や所属において偏りなく養成し､肝疾患対策の推進､医療の均てん化を目指す

熊本県 総数前年比 (190名)+30%′新規養成数57名以上｢平成29年度肝炎対策に関する調査 (調査対轟H28.41-H29331)｣厚生労働省健康局 がん.疾病対策課肝炎対策推進空



肝炎医療コーディネーターなどの職種

医師

看護師

保健師

薬局薬剤師

病院薬剤師

歯科医師

歯科衛生士

臨床検査技師助産師医寮SW
薬局職鼻

医務機関職見

管理栄養士

行政職員

介護福祉士等

教職員

産業医

産業保健保健師

健康管理担当

民間企業職長

地域住民等

その他

患者の参画状況コーデ ィネ ーターとして養 成 8研修会の講師 8(都道府県数)【参考】肝炎医療コー

ディネーターの養成及び活動について (健発0

425第4号平成29年4月25日厚生労働省健康局長通知) 抄5.肝炎医療コーディネーターの養成(1)対秦者○ 肝炎

患者やその家族が肝炎医療コーディネーターとなり､当事者の視点で支援にあたることも有意義と考えられる｡(2)内容○ 肝炎医療コ

ーディネーターには､患者等の気持

ちを理解し､それに共感する姿勢と技術が求められる｡患者の権利擁護､差別や偏見の防止とともに､個人情報の取扱いについても理解す

る｡必要に応じ､患者やその家族の話を直接聞く機会を設けること



肝炎医療コーディネーターの技能向上､活動支援

コ-デイネ-ラ-の技能向上

定期的に 佳意で 活動事例を紹介 活動事例を 文書やネ
ット 特に参加の研修が 参加可能な する情報交換の 検討

する による情報提供ある 研修がある 機会がある

機会がある をしている ない都道府県数(∩=37) 9 17 ll

9 12 13コーディネータ-への活動支援コーディネーター 要

望を聞く コーディネーターを コーディネーター 特にないが相談できる体制 機会を 配置している機関の バッ
チなどをを整えている 設けている リスト

を公表している 作成している都道府県数(∩=37) ll ll 6 9 13｢平成29年度肝炎対策に関する調査 (調査対泰H2841-H29331)｣厚生男

働省 健康局 がん･疾病対策課 肝炎対策推進室調べ肝炎医療コーディネーターの活動場所と活

動度合○ 【 】内は､当該場所に肝炎医療コーディネーターを配置している都道府県

の数 (∩-36)○ 活動度合は､各都道府県

による評価拠点病院

【32】専門医療機

関 【32】その他医療機関

【29】保健所 (都道府県)

【32】市町村､保健所 (保健所設置市)

【32】検診機関 【18】

薬



治療と仕事の両立支援のための肝炎医療コーディネーターマニュアル

○肝炎医療コーディネーターの職域を
対象とした支

援○肝疾
患における専門職の関わり○治療と職業生活の両立のため

の職場､地域での相談窓口○生活費､治

療費に関すること‡生活費､治療至引こ関する制度身体障害者手帳障害年金
B肝特措法､C肝特措法に

ついて○人権に関すること
○治療と就労の両立支援の実際 (

事例紹介)○治療と仕事の両立に向けた患
者労働者への支援○治療中の日常生活の注意点

i日常生活で気をつけること肝疾患患者の食事のポイント肝疾患のための運動のポイ
ント○両立支援に向けた患者労働者
､主治医､事業者 (産業保健スタッフ)

の連携支援厚生労働省のホームページから御覧いただけます｡肝

炎患者支援手帳の作成配布について肝炎手帳を
作成 作成開始年度

平成 平成 平成 平成 平成 平成19年度 23年度 24年度

~ 25年度 26年度 27年度都道府県(47) 3

0 2 10 9 3 4 2肝炎患者支援手帳

の内容肝炎に 医療 検査結果 検査の数値 日常生活 医療員助成 医療責助成 その他の
内容ついて 機関 やデータ の説明 での や定期検査 自己負担額の説明 の案内 の記載 や解説 注意事項 の

事業案内 の管理都道府県(30) 30 25 2



肝炎患者支援手帳の延べ作成数

重美連蔓都道府矧 ま､肝炎患作成し.配布する.30都道府県で15′000 12.1,.5:e6[:0.7'.SJ: )するを0001 64,700.0002.00 1 2,0.00 1,5.00書などへの情報提供､拠点病院 .専門医療機関 .かかりつけ

医の連携などー治療に関する制度などの情報を記載した携帯

可能な手帳 (･

肝炎患者支援手帳を作成21′1 52.000 36′

′00 16′800 000 ′12

0.500 8′20 10′000i'.oi:02 ',i:4::0

,1,.0_:0,l.:0.:0. .臨 o,00I謀 望 姑 諾 芸当 運 茶 壷 琵 醤 賢 砦
表 芸 言 石 基 当 家 豊 墨 紺 琵 悪 筆 苦 選 言 護 憲孟 苦∃ 窟 高 著 罷蒜 等 憲 重 安 藁 寒 雲定

等 嘩｢平成29年度肝炎対策に関する調査 (調査対寮H2841-H29331)｣IF生労働



肝炎総合対策推進国民運動事業の概要
｢｢衰~~貢
｢｢肝炎対策の推進に関する基本指針｣(平成23年5月16日制定､平成28年6月30日改正)に基づき(※)､肝炎 II-.-■■■■■に関する知識や肝炎ウイルス検査の必要性を分かりやすく伝え､国民が肝炎-の正しい知識を持

ち､早期発見.早期治療に向けた行動を促すため､多稚多様な姓仕を活用しての劫臭的な稚軸秦借や屋W余生との;暮経をiRlLた肝礎封隻を居WL 肝炎盤台対生をEil屋;Thとして推進するもの.

事業の内容1 広報戦略の策定 5 パートナ

ー企業･団体との活動2情報発情(メディアの活用､wEBコンテンツの制作･運用) 6 広報技術支援(行政の

広報施策のサポート)3 イベントの実施(日本肝炎デー関連イベント､地方自治体の支援) 7
国民運動の効果検証4 スペシャルサポーターの任命､活動

8 運営事務局の設置E文(全てのEg臣が-生に-EFri専捷する必｣■のあるr肝炎

ウイルス』J救荒課題解決

型の戦略的広報の展開r平 成28

年度 の主な活h垂線l(1

)全体イベントの実施14/28小室哲哉氏 ｢肝炎
対策大便就任式｣実施･7/26r知って､肝炎プロジェクトミーティ

ング2016｣開催(

2)地方での啓発活動･佐賀県における肝炎集中広報の実施(事

前.事後の効果検証)･都道府県知事,市町村長への表敬訪問の実施 (3)

メディア等による啓発･小室哲哉氏制作のテーマソングの展開(表

敬訪問､イベント等)･ラジオ番組､スポー

ツ紙等による啓発展開･ポスターの作成､スペシャルサポーターによるメッセージ動

画 等(4)その他･r知って､肝炎プロジ
ェクト｣名義等の活用･パートナー

企業との取り組み強化知って､肝炎JE)ジエクト大使･スベSlサルサボ-タ

ー特別参与 杉 良太郎
特別大使伍代夏子
広報大使

徳光 手口夫肝炎対策大便 小室 哲哉スペシャルサJlt-ター
石田純一
岩本輝雄

W-lnds
上原多香子

A
KB48メンバーEX
ⅠLEメンバー小橋 建太

コロッケ長谷 ひ
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肝炎ウイルス検査啓発用､危険予告動画の作成
≡ ○仙I山 ′ lrV A

r知って.肝炎プロジェ外 Jオリジナ)L,ショ-トドラマ～後作のすえ

に～肝炎ウイルス検査啓発

のための危険予告動画 ｢後悔のすえに｣を作成.(左が本編､右は予告編)･手遅れになる前に肝炎検査をうける機会は幾度もあった〇人ごととは思わず､まずは

一度､検査を○･都道府県､保健所設置市､特別区､拠点病院にDVDを送付○･知って､肝炎ホームページに動画へのリ



｢事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン｣

平成28年2月23日､厚生労働省は｢事業場における治療
と職業生活の両立支援のためのガイドライン｣を公表した｡

このガイドラインは､事業場が､がんなどの疾病を抱える
方々に対して､適切な就業上の措置や治療に対する配慮

を行い､治療と職業生活が両立できるようにするため､事
業場における取組などをまとめたものである｡

ガイドラインでは､職場における意識啓発のための研修
や治療と職業生活を両立しやすい休暇制度･勤務制度の
導入などの環境整備､治療と職業生活の両立支援の進め

方に加え､特に｢がん｣､｢脳卒中｣､｢肝疾患｣について留意

すべき事項をとりまとめている｡

～肝疾患に関する留意事項(平成29年3月に追加)～
事業主は疾患に関する正しい知識の啓発や環境の整備

等を行うことが重要であることから､肝疾患に関する基礎
情報として､肝疾患の発生状況､主な肝疾患の治療､両立
支援にあたっての留意事項として､肝疾患の特徴を踏まえ

た対応､肝疾患に対する不正確な理解･知識に伴う問題へ
の対応を掲載している｡

httD//www mhhNgOiD/stf/houdou/0000113365.htmI

事 】■叫 にお け る 5台Zlと■■跳 引tの た めの ガ イ ドラ イン

肝炎対策に関する英語論文○ 我が国の肝炎対策を海外に紹介するため､肝炎情
報センターと厚生労働省の共著による英語論文を執筆し､平成29年3月にH

epatologyResearch誌に掲載された｡httD://onllnellbrarv.

wllev.com/dol/10.1111/heDr.12897/fullHCPatOl08g胞鑑畑

あL4phrOAwLZewdl2017 dol10HllPlePrL2897Spe⊂ioIFtep

ortCurrentactivitiesandfuturedirections0fcomprehensive

hepatitiscontrolmeasuresinJapan:ThesupportiveroleoftheHepatitislnformationCenterinbuildingas

olidfoundatl0nNonLkoOza,1̀HlrOShlEsoda,2'ToshlkiOno2andTatsuyaKantoI'HepcriEIslnfon71dionCEr7br,77yFkSeOrdlCeIferfq Jl甲0択一～Od lmmurK)Jo計 ,NotN)m IC
enterTq GId'd Heokhq7d〟led:W7e.肋∫kcrw qZo捕cefqPrαmtJm OfHepoLih MeGureS.Cα-rerondD応eOSeCbnt

rdDm srm.lleokhSerM亡eJIureaJ.〟JrTistryofHedd7.LobouroldWeNqe,Tokp.Jq)oJ1lrlJ叫 1.h叫 也BcH'Cv7ru～infedJorlhasbeenarn4orheaJth Cかtrd 他 iJreSbf岬 tls嶋 r55ued!r12011.torv iSln2lsSLle.FortltpTm tJon｡fEbq-.t
的 ddeaths.rruTtlta亡eted nlry pdrtlpleslnordertopronoLen℃asL,eSbrhepよがsastratesEkshim b虻ntZkF

l巧airtlhepadtFsvhSlnbGalyeK ardC_Thtトkpat*k lnbmatbnCerterwase如blLshd h(印 2002.n&bnvddts⊂rterJngbl
hep舶 V,aSSLanedaES8 20X rtjmbsionFste-provlde LP o-dateh叩atNSJdatedpartolhealthe- FrdtJyl≦PTOl仙 d
byrTtJlkJpaJ官OVqTI.T- tS･ lnb-ITBtlql.StPPCTtlnBrOILh rよbnhh ee一日 esbnal⊂qeFrbrIIFY2007.tJt hepatitb tTeatT
T*rtrl加 rkhas been ⊂CnterS,Zndtlalr加gnedblpqsoMd Therevlsbno†thestrmQh¶d bytlt rlat]〇一

叫kk establldl-▼廿ttOlrtかrtd aLm ･rntn80nedBad亡Guldeflrtsr120165eEthetaqetZLStLle押 rm rt-biLSed h
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,S.SPeClalヒedlnsdtutJCrlSfcH･h甲adtJs A⊂llkvlr甘 tJiS押 Idehltelyrquhsa<thle亡dbLd mtrtatmenL,pdnary亡Zre叶叩ヒ伽 S.y
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